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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
ダ
ブ
ル
ケ
ア
支
援
の
た
め
の
宅
幼
老
所
（
地
域
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
）
等
の
推
進
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
宅
幼
老
所
（
地
域
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
）
」
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
介
護
事
業
者
等
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
際
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
引
き
続
き
、
御
指
摘
の
「
宅
幼
老
所
（
地
域
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
）
」
の
取
組
事
例
等
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
は
、
福
祉
に
携
わ
る
人
材
に
限
り
が
あ
る
中
で
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
人
材
を
活

用
し
な
が
ら
適
切
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
等
の
観
点
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
普
及
に
向
け
た
課
題
に

つ
い
て
は
、
令
和
三
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
令
和
二
年
度
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金
に
よ
る
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
の

実
態
把
握
及
び
普
及
啓
発
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
の
報
告
書
に
お
い
て
整
理
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
報

酬
上
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
は
現
時
点
で
検
討
し
て
い
な
い
が
、
当
該
報
告
書
に
お
い
て
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
に
あ
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た
っ
て
必
要
な
基
本
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
同
事
業
に
お
い
て
、
「
共

生
型
サ
ー
ビ
ス
」
に
係
る
基
本
的
事
項
等
を
記
載
し
た
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
は
じ
め
の
一
歩
」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
周
知
に
努
め
る
な
ど
、
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
の
普
及
に
向
け
て
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
等
に
お

い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
共
生
型
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
地
域
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
は
特
定
の
事
業
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね

の
名
称
の
「
再
検
討
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
検
討
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
介
護
と
保
育
の
資
格
の
共
通
化
」
及
び
「
共
通
基
礎
課
程
の
創
設
」
に
つ
い
て
は
、
「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活

躍
プ
ラ
ン
」
（
平
成
二
十
八
年
六
月
二
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
介
護
福
祉
士
及
び
保
育
士
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
は
、
資
格
取
得
に
当
た
り
一
定
の
科
目
の
履
修
を
相
互
に
免
除
す
る
こ
と
等
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま



 

３ 

 

た
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
、
厚
生
労
働
行
政
推
進
調
査
事
業
費
補
助
金
に
よ
り
、
保
健
医
療
福
祉
資
格
に
共
通
す
る
能
力

と
教
育
課
程
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


